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会議の名称 第２回我孫子市地域公共交通会議分科会  

開 催 日 時 令和７年１１月２１日（金）１４：３０～１５：００  

開 催 場 所 我孫子市役所 議会棟 第一委員会室  

出 席 委 員 ８名  

久保田委員、根本委員、籾山委員、根本委員、井上委員、 栗原委員、 

菅井委員（松澤代理）、渡辺委員 

欠 席 委 員 １名 柏﨑委員  

事 務 局 海老原建設部長、高倍交通政策課長、飯塚課長補佐、宮崎主任主事  

公開の状況 公開  

傍 聴 者 １名  

 

議題  

1. 布佐ルート実証運行バスに関する工事による運行経路の一部変更に伴う運賃に

ついて  

資料  

① 次第  

② 委員名簿  

③ 座席表 

④ 会議資料  
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会長 
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会長 

 

 

委員１ 

 

 

 

事務局 

 

委員２ 

 

開催宣言 

 

会長挨拶 

それでは、協議事項１布佐ルート実証運行バスに関する工事による運行

経路の一部変更に伴う運賃について、事務局から説明をお願いします。 

 

協議事項 1.布佐ルート実証運行バスに関する工事による運行経路の一部

変更に伴う運賃について説明させていただきます。 

資料 1 ページをご覧ください。布佐ルート実証運行バスが停車している

停留所「布佐郵便局前」付近にて、我孫子市が発注する布佐排水区雨水幹線

整備工事に伴い、令和 8 年 1 月 9 日から令和 9 年 1 月下旬まで運行経路の

迂回を行う予定で考えています。 

資料 2ページは工事期間中の迂回ルートになります。ルートの変更点は、

布佐駅東口行きの場合、布佐上町の停留所を通過後に通常右折しますが、迂

回を要するため点線の通りに運行します。そのため、停留所は「布佐郵便局

前」のみ利用不可になります。 

資料 3、4ページは、現行の運賃表と、変更後の運賃表となります。変更

点は、右上から 2つ目の「布佐郵便局前」のみ削除しております。なお、運

賃額の変更はありません。 

資料 5 ページをご覧ください。こちらは布佐ルート実証運行バスに関す

る工事により、運行経路の一部変更に伴う運賃にかかる協議が整った証明

書となります。後記に記載させていただきました適用日につきましては、令

和 8年 1月 9日から令和 9年 1月下旬までとさせていただきます。 

以上で説明終わります。 

 

ただいま事務局の方で説明がありましたが、この件に関しまして何かご

質問等ございましたらお願いします。 

 

5ページの証明書案の記載内容についてですが、停留所「布佐郵便局前」

が使えなくなるので、ここは見え消しにしないと証明書として成り立たな

いので、訂正をお願いします。 

 

見え消となるよう証明書の作成をさせていただきます。 

 

運行経路を迂回することで時間が余分にかかると思うのですが、時間変

更はないのですか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員５ 

 

 

 

 

会長 

 

布佐駅東口で折り返し運行となるので、折り返し時間も含めて、そこでコ

ントロールしています。そのため、運行時間の変更はありません。 

 

ありがとうございます。 

 

この運行経路の変更期間は、一応、工事期間中という事になっています

が、工期が伸びる場合はまた分科会を開催するのですか。 

 

工事予定の最大スケジュールで見ておりますので、工期が伸びることは

まずないだろうと想定しています。逆に工期が短くなる可能性もあります

ので、状況がわかるのは来年度になるのですけども、工期がわかり次第、改

めて分科会を開催させていただく可能性があります。 

 

迂回経路の区間に停留所を設けることは考えていないのか。 

 

今回の工事の期間中の迂回につきましては、仮設のバス停、変わりのバス

停は置かない運行で考えています。今回の運行経路の変更は、あくまでも工

事期間にそこを通れないので、迂回するという暫定のルートでございます

ので、そちらについては、暫定ということで、バス停自体も置く予定はあり

ません。 

例えば暫定の停留所を設置することによって、その工事期間が終わった

後に、またその場所には停留所がなくなってしまうことになります。また、

停留所を置く場所のその近隣の住民の同意が必要だったり、運賃表に関し

ても新しい停留所を作ることによって、パブリックコメントを行ったり、一

連のそういった事務手続きが必要になるということで、期間的にも手続き

が間に合い合わない実情もあります。そのため、今回は「布佐郵便局前」の

停留所だけが使えなくなるような形で変更させていただきたいというのが

正直なところです。 

 

布佐に住んでいて、いつもバスが通ってるのは見ております。布佐地区に

おいては、私が見てる限りあまり利用者の人が乗ってない時期が多いので、

暫定ルートでわざわざ新しいバス停は不要だと私は思っています。以上で

す。 

 

ご質問がないようでしたら、決議に入らせていただきたいと思います。 
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委員 

 

会長 

本議題についてはご承認いただくということで、ご異議ございませんで

しょうか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。異議なしということでございますので、本議題に

つきましてはご承認をいただきました。 

それでは以上を持ちまして、第２回我孫子市地域公共交通会議分科会を

終了させていただきます。 

 

－閉会― 


